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 紀南森林計画区 

 

 当該地域森林計画の変更は、２０２２年（令和４年）４月１日にその効力を生ずるも

のとする。 

 

 １ 「第１ 計画の対象とする森林の区域」の一部を次のとおり変更する。 

 

                                                   （単位 面積：ｈａ） 

 
区  分 

 

 
面  積 

 

     
備  考 

 

 

総  数 

 

 １９８，９１８ 

 

３８８ha 

 

 
市 
 
 
町 
 
 
村 
 
 
別 
 
 
内 
 
 
訳 

 

 

 

 

 

 

田辺市 

 

  ８２，８１７ 

 

 １８ha 

 

新宮市 

 

  ２１，３６５ 

 

△０ha 

 

白浜町 

 

  １６，０３９ 

 

△０ha 

 

上富田町 

 

     ３，５６０ 

 

△２ha 

 

すさみ町 

 

   １５，０９５ 

 

△１９ha 

 

那智勝浦町 

 

   １６，０５０ 

 

△０ha 

 

太地町 

 

       ３３０ 

 

△０ha 

 

古座川町 

 

  ２８，２０６ 

 

３９２ha 

 

北山村 

 

     ４，１０９ 

 

 

串本町 

 

  １１，３４７ 

 

△１ha 

      備考の数値は、変更前の対象森林面積に対する増減を示す  

 

（注）１．地域森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内

の民有林とする。 

   ２．本計画の対象森林は、森林法第１０条の２第１項に基づく林地の開発行為の許

可制、同第１０条の７の２第１項に基づく森林の土地の所有者となった旨の届

出制及び同第１０条の８第１項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出制の対象

となる。 

       ３．森林計画図は和歌山県庁、西牟婁振興局、東牟婁振興局に備え付け閲覧に供す

る。 
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 ２ 「第２－１－（２）森林の整備及び保全の基本方針」の一部を次のとおり変更す

る。 

   

（略） 

①木材等生産機能 

森林施業の推進に当たっては、効率的かつ安定的な森林資源の供給を基本とし、施

業の集約化や機械化を通じた効率的な整備により、木材等生産機能を維持増進させる

必要のある森林について、木材需要の動向、地域の森林構成等を考慮のうえ、良質な

木材を計画的かつ持続的に生産できる森林に誘導するための森林整備及び保全を推進

することとする。 

（以下略） 

 

 

 ３ 「第３－１－（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針」の一部を

次のとおり変更する。 

   

（略） 

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新方法を定め、そ

の方法を勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新とする場合

には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実、周辺の伐採跡地の天然更新の

状況等に配慮する。 

なお、条件が劣悪なため、更新を確保するため伐採の方法を特定する必要がある森

林における伐採の方法については、択伐等の適確な更新に配慮したものとする。 

このほか、和歌山県が定める「伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン」

により適切な伐採を行うこととする。 

（以下略） 

 

 

 ４ 「第３－１－（２）立木の標準伐期齢に関する指針」の一部を次のとおり変更す

る。 

   

（略） 

（単位 林齢：年生）        

地域 

 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ クヌギ その他 針葉樹 その他 広葉樹 

計画地域全域  35  40  35  15  50  20 

(注)特殊材生産並びにエリートツリー及び早生樹に係るものには適用しない。 

 

 

 ５ 「第３－２－（１）－ア 人工造林の対象樹種に関する指針」の一部を次のとおり

変更する。 

   

（略） 

この場合、人工造林の対象樹種を定めるに当たっては、地域の自然的条件とそれぞ

れの樹種の特質、既往の施業体系、施業技術の動向等を勘案し、健全な森林の成立が

見込まれる樹種を定めるものとし、その際、多様な森林の整備を図る観点から、この
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ような考え方に当てはまる範囲内で、広葉樹や郷土樹種を含め幅広い樹種の選定が行

われるよう留意すること。また、特定苗木などの成長に優れた苗木や少花粉スギなど

の花粉症対策に資する苗木の確保を図るため、その増加に努めるものとする。 

（以下略） 

 ６ 「第３－２－（３）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針」

を次のとおり変更する。 

   

      ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新に必要な母樹の状況、天然更新に必要な前

生稚樹の状況、当該森林及び近隣の森林における主伐箇所の天然更新の状況等を勘案

して、主に天然力によって更新が期待できない森林を「植栽によらなければ適確な更

新が困難な森林」とし、その基準は市町村森林整備計画において定められるものとす

る。 

 

 

 ７ 「第３－３－（１）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関

する指針」の一部を次のとおり変更する。 

     

（略） 

また、森林の状況に応じて、高性能林業機械の活用や列状間伐の実施等、効率的な

施業の実施を図ることとすること。 

（以下略） 

 

 

 ８ 「第３－３－（２）保育の標準的な方法に関する指針」の一部を次のとおり変更

する。 

   

（略） 

保育の 

種 類 
樹種 

実 施 年 齢 ・ 回 数 

1 年 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 10 12 14 16 18 20 ･ 

下刈り 
スギ 1 回 1 1 1 1  1  

       
ヒノキ 1 回 1 1 1 1 1  1 

除伐 
スギ         1～2      

ヒノキ         1～2   

枝打ち            
2 

     

（注）下刈りにあっては植栽木の生育状況や下草の繁茂状況などを勘案し、上表によ

らず効率的な施業を行うこと 

（以下略） 

 

 

 ９ 「第３－４－（２）－ア 区域の設定の基準 及び イ  施業の方法に関する指針」

の一部を次のとおり変更する。 

 

  ア 区域の設定の基準 

 第２の１(2)に記載した「木材等生産機能」を有する森林を、「木材の生産機能の

維持増進を図るための森林施業を推進すべき区域」とし、気候、地形、土壌等の自然
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的条件、森林の資源状況、林道等の路網整備状況等、地域の実情や森林の一体性等も

踏まえ区域を設定するものとする。このとき、林地生産力が高く、傾斜が比較的緩や

かで林道等からの距離が近いなど、特に効率的な施業が可能な条件にある森林におい

ては、「特に効率的な施業が可能な森林」として必要に応じて設定することとする。 

（以下略） 

 

  イ 施業の方法に関する指針 

   伐採、造林、間伐及び保育等の施業方法については、第３で定める森林の立木竹の

伐採に関する事項、造林に関する事項及び間伐及び保育に関する基本的事項によるこ

ととし、森林資源の保続及び効率的な森林整備を推進する観点から、森林施業の集約

化と、主伐後の伐採跡地にはスギ・ヒノキ等を主体とした木材生産に適した樹種を再

造林するよう努めるとともに、特に効率的な施業が可能な森林における人工林の伐採

後は、原則、植栽による更新を行うものとすること。 

（以下略） 

 

 

 10 「第３－５－（１）林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方」の一部を次

のとおり変更する。 

 

（略） 

      林道等路網の整備に当たっては、環境負荷の低減に配慮し、傾斜等の自然条件や事

業量のまとまり等地域の特性に応じて、将来にわたり育成単層林として維持する森林

を主体に、大量輸送などへの対応の視点も踏まえて効果的かつ効率的な路網整備を推

進することとする。 

（以下略） 

 

 

 11 「第３－５－（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業

システムの基本的な考え方」の一部を次のとおり変更する。 

 

（略） 

区分 作業システム 
路網密度（ｍ／ｈａ） 

 基幹路網 

緩傾斜地 

（０°～１５°） 

車両系 

作業システム 
１１０ｍ以上 ４０ｍ以上 

中傾斜地 

（１５°～３０°） 

車両系 

作業システム 
 ８５ｍ以上 ３５ｍ以上 

架線系 

作業システム 
 ２５ｍ以上 ２０ｍ以上 

急傾斜地 

（３０°～３５°） 

車両系 

作業システム 
 ６０ｍ以上 ２５ｍ以上 

架線系 

作業システム 
 ２０ｍ以上 １５ｍ以上 

急峻地 

（３５°～   ） 

架線系 

作業システム 
 １０ｍ以上 １０ｍ以上 
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12 「第３－５－（４）更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在

及びその搬出方法」を「第３－５－（４）林産物の搬出方法等」に改め、次のとお

り変更する。 

 

      ア 林産物の搬出方法 

           林産物の搬出方法については、和歌山県が定める「伐採作業と造林作業の連

携等に関するガイドライン」により適切な林産物の集材・搬出等を行うことと

する。 

           

     イ （略）※元のアをイに繰下げ 

 

 

 13 「第３－６－（３）林業に従事する者の養成及び確保に関する方針」を次のとお

り変更する。 

 

      都市部への林業の魅力発信や、わかやま林業労働力確保支援センターの無料職業紹

介機能を活用した求人・求職マッチングの促進により、新規就業者の確保を図る。 

   また、県農林大学校林業研修部において、新規就業者を対象に、優れた経営感覚と

実践的な技術や知識を有する人材を育成するとともに、既就業者を対象に、高度な技

能・知識を有し、林業の中核を担う人材を育成する。 

   事業体の経営基盤や経営力の強化を図るため、ＩＣＴを活用した生産管理や生産性

の向上など、事業の合理化を進めるとともに、雇用管理の改善や経営の合理化、社会

保険への加入促進などを通じ、安定した雇用が実現できる林業事業体の育成に努める。 

   さらに農山村地域における定住環境の整備や、特用林産物など多様な森林資源を活

かした幅広い林業所得の向上等により、ＵＩＪターン者をはじめとする林業就業に意

欲を有する者が新規参入しやすい体制を確立するものとするものとする。 

 

 

 14 「第４－１－（１）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項」の一部を次の

とおり変更する。 

 

（略） 

      なお、土地の形質の変更にあたっては、変更の態様、自然的、社会的諸条件、実施

すべき施業の内容等を勘案して実施地区の選定を十分検討し、森林の持つ公益的機能

を損なわないよう適正な措置を講ずるものとし、特に太陽光発電施設の設置にあたっ

ては、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観に及ぼす影響が大

きいこと等の特殊性を踏まえ、許認可基準の適切な運用はもとより、地域住民の理解

にも配慮することとする。 

 

 

 15 「第４－２－（３）治山事業の実施に関する方針」を次のとおり変更する。 

 

近年、頻発する集中豪雨や地震等による大規模災害の発生の恐れが高まっているこ

とや山腹崩壊等に伴う流木災害が顕在化していることを踏まえ、山地に起因する災害

の防止のため、事前防災・減災の考え方に立ち、森林整備や海岸防災林の整備・保全

や渓間工、山腹工等の治山施設を計画的に整備することとする。 

   なお、整備に当たっては、流域治水の取組と連携した浸透・保水機能の維持・向上
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や流木対策に配慮した施業を実施するとともに、施設等の整備については現地発生材

の積極的な活用等、環境負荷の低減に配慮することとする。 

 

 

 16 「第６－３ 人工造林及び天然更新別の造林面積」の一部を次のとおり変更する。 

 

区   分 人工造林 天然更新 

総   数 4,110  

 

600  

（1,070） 

 前半５カ年の計画量 1,839  

 

269  

 （479） 

2 段書きの( )内は変更前、裸書きは変更後         
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17 「第６－４ 林道の開設又は拡張に関する計画」の一部を次のとおり変更する。 

 

（単位 延長：ｍ 面積：ha） 

開設

／ 

拡張 

種類 
区

分 

位置 

(市町村) 
路線名 

延長 

及び 

箇所数 

利用 

区域 

面積 

うち 

前半 

5 年分 

対図 

番号 
備考 

（略） 

拡張 改良  田辺市 龍神本宮 

2,000 

2 箇所 

(2,000) 

2,826 〇 113 

変更 

橋梁修 繕  

他 

〃 〃  〃 安川大塔川 

9,000 

2 箇所 

(9,000) 

3,743 
〇 

(－) 
115 

変更 

橋梁修 繕  

トンネ ル

設備改 修  

他 

〃 〃  〃 道湯川 
 33m 

2 箇所 
604 ○ 171 

新規 

橋梁修 繕  

〃 〃  〃 東の川 
913m 

1 箇所 
1,855 〇 172 

新規 

トンネ ル

設備改 修  

〃 舗装  〃 嘉森 1,300 90 〇 173 新規 

   計 
28 路線

(25 路線) 

 121,719 

(119,473) 
    

（略） 

拡張 改良  上富田町 芦山 
 18m 

1 箇所 
199 ○ 174 

新規 

橋梁修 繕  

   計 
1 路線 

(－) 

 18m 

 (－) 
    

（略） 

拡張 改良･舗装  北山村 相須大谷    650 300 ○ 152 新規 

   計 
3 路線 

(2 路線) 

 1,660 

 (1,010) 
    

   合計 
47 路線 

(42 路線) 

195,482 

(192,568) 
    

2 段書きの( )内は変更前、裸書きは変更後 

 

注 その他の開設、拡張計画については、平成３１年１月１１日公表の地域森林計画及び

令和２年２月、令和２年１２月変更の地域森林計画のとおり。 

 

 

18 「第６－６ 要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期」の一部を

別表のとおり変更する。 
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（
別
 
表

）
 
 要

整
備
森

林
の
所
在
、
面
積
、
実

施
す
べ
き
施
業
の
方
法
及
び

時
期

 

単
位

 
面
積
：

ｈ
ａ

 

特
 

定
 

保
安

林
 

市
 
町

 村
 

要
 

整
 

備
 

森
 

林
 

実
施

す
べ

き
施

業
の

方
法

及
び

時
期

 
そ

の
他

必
要

な
 

事
項
 

備
 

考
 

番
 

号
 

所
 

在
 

造
 

林
 

保
 

育
 

伐
 

採
 

そ
の

他
 

位
 
置

 
林

班
、

小
班

 
面

 
積
 
種

類
 
面

積
 
方

法
 
時

期
 
種

類
 
面

積
 
方

法
 
時

期
 
種

類
 

面
積
 

方
法
 

時
期
 
種

類
 
面

積
 
方

法
 
時

期
 

3
9 
水

か
ん

 
那
智
勝
浦
町

 
①
 

小
阪
 

4
1-

ﾛ-

1
,2

,3
,5

,6
,
12
 

1
1.
62
 

間
伐

 
1
1.

62
 

Ⅱ
 

5
年
 

度
末
 

ま
で
 

新 規
 

－
 

(
35

 水
か

ん
) 

－
 

(田
辺

市
) 

－
 

(①
) 

－
 

(東
ノ
川

) 

－
 

(
13

5-
ﾆ-
 

6
,6

-1
) 

－
 

(
3.
44
) 

－
 

(間
伐

) 

－
 

(
3.

44
) 

－
 

(Ⅱ
) 

－
 

(2
年
 

度
末
 

ま
で

) 

変 更
 

2
段

書
き

の
( 
 
)内

は
変

更
前

、
裸

書
は

変
更

後
 

注
 
伐
採
方
法

の
区
分
は

、
伐
採
率

７
１
～
１
０

０
％
を
「

Ⅰ
」
、
３

１
～
７
０
％

を
「
Ⅱ
」

、
３
０
％

以
下
を
「
Ⅲ

」
と
す
る

。
 




